（別添１－１）
勤務情報を主治医に提供する際の様式の例

（主治医所属・氏名）　先生
　今後の就業継続の可否、業務の内容について職場で考慮したほうがよいことなどについて、先生にご意見をいただくための従業員の勤務に関する情報です。
　どうぞよろしくお願い致します。
	[bookmark: _Hlk220342708]従業員氏名
	
	生年月日
	　　　　年　　月　　日

	住所
	



	[bookmark: _Hlk224327697]職種
	
	乗組員数
	　　　　　　　　人

	就航区域
	· 国外就航船舶（日本への寄港（有・無））　□　国内就航船舶

	乗下船サイクル
	（乗船）　　　　　か月間・日間※  / （休暇）　　　　　か月間・日間

	就業形態
	□三直制（＿時～＿時）　　□常昼勤務　　□その他（　    　　　  ）

	就業時間
	
	残業（時間外）
	

	休業可能期間
	　　　　　年　　　月　　　日まで（　　　日間）

	職務内容
	（作業場所・作業内容）


□体を使う作業（重作業） □体を使う作業（軽作業） □長時間立位
□熱暑場所での作業　　　 □寒冷場所での作業　　　 □高所作業
□機械の運転・操作　　　 □対人業務　　　　　　　 □漁ろう作業

	通勤方法・時間
	□通勤無し（船内居住）　□自動車　　　　　□公共交通機関
□その他（　　　　　　）　　　　通勤時間：（　　　　　　　　）分　

	利用可能な制度
	□疾病休暇・病気休暇　　□時差出勤制度　　□短時間勤務制度
□試出出勤制度　　　　□航海期間の短縮（　　ヶ月間航海へ短縮）
□その他（　　　　　　　　　）

	支援体制
	□産業医の設置　　　　　　　□　医師等による船員の健康管理の実施
□統括安全衛生担当者の選任　□　衛生管理者・担当者の選任

	その他
特記事項
	




	　上記内容を確認しました。
　　令和　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　（本人署名）　　　　　　　　　　　　　　　

	　　令和　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　（会社名）　　　　　　　　　　　　
　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　


※「船員保険法第五十四条第二項の規定に基づき船員保険の療養の給付の担当又は船員保険の診療の準則を定める省令」により、長期航海に従事する船員に投薬が必要と認められる場合、航海日程等を考慮し、必要最小限の範囲において1回180日分を限度として投与することが可能となっています。
